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指定居宅サービス事業、指定居宅介護支援事業及

び介護保険施設における会計の区分については、「指

定居宅サービス等の人員、施設及び運営に関する基

準」（平成11年厚生省令第37号）第38条等の運営基準

において会計を区分する旨規定しており、具体的な

会計処理の方法等については、「指定居宅サービス等

の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成

11年9月17日老企策25号厚生省老人保健福祉局企画

課長通知）の第3の3（24）等において、「別に通知

する」としているところであるが、今般、その取扱

について、次のように定めたので、御了知の上、貴

都道府県内の市町村、関係団体、関係機関に周知を

図るとともに、指導等に当たっての参考にされたい。

なお、本通知は、地方自治法第245条の4第1項に

規定する技術的な助言に該当するものである。

1．本通知の趣旨

介護保険の給付対象事業の実施主体は様々であ

り、法人等の種類によって異なる会計基準が適用さ

れ、会計処理が行われていることから、介護保険の

給付対象事業に係る会計経理については、法人等の

事務負担にも配慮し、全ての主体に統一的な方式に

よる会計処理を求めるのではなく、それぞれの法人

等に適用される会計基準等を基本としつつ、その会

計基準等とは別に会計処理の段階で事業毎に区分が

必要と想定される科目の按分方法を示し、これに基

づく按分を行うことにより、運営基準を満たすこと
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とするものである。

本通知においては、事業所又は施設単位で経理が

区分されることを前提としつつ、同一事業者が介護

保険の給付対象事業とそれ以外の事業を行っている

場合又は複数の給付対象事業を行っている場合につ

いて、それぞれの事業毎に区分が想定される科目及

びその按分方法並びに様式についての参考例を示す

ものである。

なお、本通知で示す按分方法及び様式によりがた

い場合には、他の合理的な方法によりそれぞれの事

業毎に会計が区分され、その状況が明らかにされて

いれば、運営基準を満たすものである。ただし、こ

の場合においても、例えば各種調査において会計の

状況について記載を求められた際に適切に対応でき

るような区分がされていることが必要である。

2．適用年月日

本通知は、原則、平成12年度からの適用とするが、

やむを得ない理由により同年度の合計を区分できな

い場合は、平成13年度からの適用として差し支えな

い。

3．本通知の前提となるそれぞれの会計基準と

会計処理方法について

（1）福祉系サービス（訪問介護、訪問入浴介護、通

所介護、短期入所生活介護、痴呆対応型共同生活



介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与、

指定介護老人福祉施設）については、社会福祉法

人会計基準又は指定介護老人福祉施設等会計処理

等取扱指導指針を基本として各事業所ごとの収支

状況等に関する内容を明らかにすることとする。

（2）医療糸サービス（訪問看護、訪問リハビリテー

ション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーショ

ン、短期入所療養介護、介護老人保健施設、指定

介護療養型医療施設）については、病院会計準則、

介護老人保健施設会計・経理準則及び指定老人訪

問看護．指定訪問看護の会計・経理準則を基本と

して各事業所ごとの収支状況等に関する内容を明

らかにすることとする。

（3）ただし、（1）及び（2）の会計基準等とは別の会計基

準等の適用を受ける事業主体の場合は、当該会計

基準等を基本として各事業所ごとの収支状況等に

関する内容を明らかにすることとする。

（4）運営基準は、それぞれの法人に適用される会計

基準等によって作成された計算書類の数値を介護

サービス事業別に算出、表示することを求めてい

る。そのための会計処理方法の仕組みは様々なも

のが考えられるが、法人の会計事務の負担を考慮

しつつ、運営基準の求める内容を満たす適切な会

計処理方法の例として、次の「会計単位分割」、「本

支店会計」、「部門補助科目」、「区分表」の各方式

を示す。

ア　会計単位分割方式

この方法は、施設あるいは事業所の単位（以

下「事業拠点」という。）ごとの介護サービス事

業別にあたかも別の法人のようにそれぞれ独立

した主要簿（仕訳帳及び総勘定元帳）を有する

ものである。総勘定元帳が事業拠点別となるの

で収支及び損益に関する計算書類（損益計算

書．収支計算書．正味財産増減計算書）も貸借

対照表とともに事業拠点別に作成されることに

なる。

なお、この方法においては、他の事業拠点と

の取引には、収支及び損益処理とすること（他

会計繰入金収支又は支出）も貸借処理とするこ

と（他会計貸付金又は借入金）もあるが、その

会計処理については法人の判断によることとな

る。

イ　本支店会計方式

この方法は、主要簿の一部を事業拠点の単位

ごとの介護サービス事業別に分離して会計処理

をする。この方法においては、事業拠点の単位

で収支及び損益に関する計算書類と貸借対照表

が作成されるが、貸借対照表の資本の部（純資

産の部）については分離せず、いわゆる本店区

分だけ存在させる。本部あるいは他の事業拠点

間の取引は、本支店勘定（貸借勘定）で処理を

する。

り　部門補助手斗目方式

この方法は、勘定科目に補助コードを設定し、

仕訳時にこの補助コードを記入することによ

り、介護サービス事業別の数値が集計できるよ

うにする方法である。貸借対照表については介

護サービス事業別の区分をしないで、収支及び

損益に関する計算書を区分することを目的とす

る方法である。

エ　区分表方式

この方法は、仕訳時に区分しないで、計算書

類の数値をそれぞれの科目に応じて按分基準を

設け、配分表によって介護サービス事業別の結

果表を作成する方法である。これは部門補助科

目方式の簡便法であり、科目の一部について補

助コードを設けて仕訳時に処理することも併用

される。

4．具体的な科目及び按分方法

具体的な科目及び按分方法は次の表のとおりとす

るが、これによりがたい場合は、本通知とは別に実

態に即した合理的な按分方法によることとして差し

支えない。

また、会計区分を行った際に整理した科目が、次

に示す科目にない場合は、適宜、類似の科目の考え

方を基に按分して差し支えない。

なお、会計区分を行った際に、どのような按分方

法を用いて区分したか分かるように記録しておくこ

とが必要である。

（以下、略）
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